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事実の概要

　同族会社で内国法人であるＸ（原告・被控訴人・
被上告人）は、グループの究極の親会社であるフ
ランス法人訴外Ｖを頂点とする多国籍企業グルー
プ VGに属する平成 20 年 10 月 7日に設立された
音楽事業を目的とした合同会社である。VG は、
音楽部門法人の数が増加し、資本関係も複雑化し
たことから、1つの国に 1つの持株会社を設置し、
その傘下に事業会社等を所属させ、法人の数を減
らすとともに、各国の法人間で資本と負債のバラ
ンスを適正にするといった基本方針の下、関連会
社の組織再編等を行うためにＸを設立した。グ
ループ内の資金の融通を通じて、Ｘは VGグルー
プ内の訴外Ｂ法人らから無担保で約 867 億円を
借り入れるなどし、その資金をもって関連会社の
買収と合併を行った。Ｘは、法人税の所得計算に
あたり、関連会社からの借入れに係る支払利子
を損金算入したところ、税務署長は法人税法 132
条 1 項により、それを否認し法人税の更正処分
等を行った。そこで、Ｘは、その取消を求めて提
訴した１）。
　東京地判は、不当減少要件の該当性につき、経
済的合理性基準を基点とし、会社の自由な経済活
動を所与に、「当該行為又は計算が当該会社にとっ
て相応の経済的合理性を有する方法であると認め
られる限りは、他にこれと同等か、より経済的合
理性が高いといえる方法が想定される場合であっ
ても、……『不当』と評価されるべきものではな
い。」、「経済的合理性を欠くか否かを判断するに
当たっては、当該行為又は計算に係る諸事情や当
該同族会社に係る諸事情等を総合的に考慮した上

で、法人税の負担が減少するという利益を除けば
当該行為又は計算によって得られる経済的利益が
およそないといえるか、あるいは、当該行為又は
計算を行う必要性を全く欠いているといえるかな
どの観点から検討すべき」とし、経済的合理性の
有無を判断する対象となる行為又は計算は、直接
起因行為であるＸによる本件借入れで、VG の 8
つの目的による組織再編取引は経済的合理性があ
り、その目的達成による利益はＸにとっても利益
を及ぼすものであるから、本件借入れは経済的合
理性を欠くとは認められないと判断し、Ｘの請求
を認容した２）。
　それに対して、国（被告・控訴人・上告人）は、
同族会社間等による複数の行為又は計算が積み重
なることによって税負担減少結果が生じている場
合は、それらを一体として「その法人の行為又は
計算」に当たるなどと主張し控訴したが、東京高
裁は３）、「その法人の行為又は計算」は、本件借
入れであり、その不当性要件該当性を検討すべき
であるところ、「経済的合理性を欠く同族会社等
の行為又は計算が、同族会社であるためにされた
不自然、不合理な租税負担の不当回避行為とし
て、不当性要件に該当することになる」とし、地
裁の判断を一部改めた。不当性要件の判断枠組み
は、経済的合理性基準を前提とし、「借入れが当
該同族会社の属する企業集団の再編等（以下「企
業再編等」という。）の一環として行われた場合
においては、組織再編成を含む企業再編等は、そ
の形態や方法が複雑かつ多様であるため、これを
利用する巧妙な租税回避行為が行われやすく、租
税回避の手段として濫用されるおそれがあること
等に照らすと、①当該借入れを伴う企業再編等が、
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通常は想定されない企業再編等の手順や方法に基
づいたり、実態とは乖離した形式を作出したりす
るなど、不自然なものであるかどうか、②税負担
の減少以外にそのような借入れを伴う企業再編等
を行うことの合理的な理由となる事業目的その他
の事由が存在するかどうか等の事情も考慮した上
で、当該借入れが経済的合理性を欠くか否かを判
断すべきである。」とし、控訴を棄却したため、
上告したのが本件である４）。

判決の要旨

　１　法人税法132条 1項の趣旨と不当減少性要件
　「法人税法 132 条 1 項は、同項各号に掲げる法
人である同族会社等においては、その意思決定が
少数の株主等の意図により左右され、法人税の負
担を不当に減少させる結果となる行為又は計算が
行われやすいことから、税負担の公平を維持する
ため、そのような行為又は計算が行われた場合に、
これを正常な行為又は計算に引き直して法人税の
更正又は決定をする権限を税務署長に認めたもの
である。このような同項の趣旨及び内容に鑑みる
と、同項にいう『これを容認した場合には法人税
の負担を不当に減少させる結果となると認められ
るもの』とは、同族会社等の行為又は計算のうち、
経済的かつ実質的な見地において不自然、不合理
なもの、すなわち経済的合理性を欠くものであっ
て、法人税の負担を減少させる結果となるものを
いうと解するのが相当である。」
　２　経済的合理性の判断基準
　「同族会社等による金銭の借入れが上記の経済
的合理性を欠くものか否かについては、当該借入
れの目的や融資条件等の諸事情を総合的に考慮し
て判断すべきものであるところ、本件借入れのよ
うに、ある企業グループにおける組織再編成に係
る一連の取引の一環として、当該企業グループに
属する同族会社等が当該企業グループに属する他
の会社等から金銭の借入れを行った場合におい
て、当該一連の取引全体が経済的合理性を欠くと
きは、当該借入れは、上記諸事情のうち、その目的、
すなわち当該借入れによって資金需要が満たされ
ることで達せられる目的において不合理と評価さ
れることとなる。そして、当該一連の取引全体が
経済的合理性を欠くものか否かの検討に当たって
は、〔1〕当該一連の取引が、通常は想定されな

い手順や方法に基づいたり、実態とはかい離した
形式を作出したりするなど、不自然なものである
かどうか、〔2〕税負担の減少以外にそのような
組織再編成を行うことの合理的な理由となる事業
目的その他の事由が存在するかどうか等の事情を
考慮するのが相当である。」
　３　経済的合理性の判断基準の当てはめ
　「……本件組織再編取引等は、通常は想定され
ない手順や方法に基づいたり、実態とはかい離し
た形式を作出したりするなど、不自然なものであ
るとまではいえず、また、税負担の減少以外に本
件組織再編取引等を行うことの合理的な理由とな
る事業目的その他の事由が存在したものというこ
とができる。
　そうすると、本件組織再編取引等は、これを全
体としてみたときには、経済的合理性を欠くもの
であるとまでいうことはできず、本件借入れは、
その目的において不合理と評価されるものではな
い。
　本件借入れに係るその他の事情についてみる
と、本件借入れは無担保で行われ、Ｘは本件借入
れが一因となって最終的に貸借対照表上は債務超
過となっていることがうかがわれるなど、本件借
入れには独立かつ対等で相互に特殊関係のない当
事者間で通常行われる取引とは異なる点もある。
　しかしながら、本件借入れは、本件各内国法人
の株式の購入代金及びその関連費用にのみ使用さ
れる約定の下に行われ、実際に、Ｘは、株式を取
得して本件各内国法人を自社の支配下に置いたも
のであり、借入金額が使途との関係で不当に高額
であるなどの事情もうかがわれない。また、本
件借入れの約定のうち利息及び返済期間について
は、Ｘの予想される利益に基づいて決定されてお
り、現に、本件借入れに係る利息の支払が困難に
なったなどの事情はうかがわれない。
　そうすると、上記の点があることをもって、本
件借入れが不自然、不合理なものとまではいい難
い。」

判例の解説

　一　同族会社行為計算否認規定の法的構造と
　　　その趣旨
　法人税法 132 条 1 項の同族会社の行為計算否
認規定は、「その行為又は計算」で、「法人税の負
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担を不当に減少させる」場合には、税務署長が否
認できる旨を定める。我が国は、一般的租税回避
否認規定（GAAR）を導入していないが、同族会社、
組織再編成、通算法人、恒久的施設帰属所得に対
する分野を限定した一般的租税回避否認規定を定
めている５）。同族会社の行為計算否認規定は、大
正 12 年の所得税法改正で合法的脱税行為が甚だ
しい場合への対処として創設され、昭和 25 年の
法人税法改正で租税回避否認規定として明確化さ
れたといわれている６）。当該規定の趣旨は、その
意思決定が少数の株主等の意図により左右され、
法人税の負担を不当に減少させる結果となる行為
又は計算が行われやすいことから、税負担の公平
を維持するため、そのような行為又は計算が行わ
れた場合に、これを正常な行為又は計算に引き直
して法人税の更正又は決定をする権限を税務署長
に認めたものである（判決の要旨１）。

　二　不当減少性要件の解釈
　本規定で定める「税負担を不当に減少させる」
（不当減少性要件）の解釈は、次の 2 つに分かれ
る７）。第 1は、非同族会社であれば通常なしえな
いような行為・計算、すなわち同族会社なるがゆ
えに容易になしうる行為・計算とする非同族会社
基準説である８）。第 2は、純経済人の行為として
不合理・不自然な行為・計算とする経済的合理性
基準説又は純経済人説である９）。通説は後者をと
り、非同族会社の中には、種々の段階のものがあ
り、何が同族会社であるがゆえに容易になしうる
行為・計算にあたるかを判断することは困難であ
るから、ある行為又は計算が経済的合理性を欠い
ている場合に否認が認められると解すべきで、「行
為・計算が経済的合理性を欠いている場合とは、
それが異常ないし変則的で、租税回避以外にその
ような行為・計算を行ったことにつき、正当で合
理的な理由ないし事業目的が存在しないと認めら
れる場合のことであり、独立・対等で相互に特殊
関係のない当事者間で行われる取引（アメリカ租
税法で arm's length transaction（独立当事者間取
引）と呼ばれるもの）とは異なっている取引には、
それにあたると解すべき場合が多いであろう。」
とする 10）。経済的合理性を欠く場合には、独立・
対等で相互に特殊関係のない当事者間で行われる
取引と異なっている場合も含まれるとして、IBM
事件控訴審では、独立当事者間取引基準説をとっ

ていたが、組織再編取引については、独立当事者
間取引基準は十分に機能しないとして、その限界
が指摘されていたところ 11）、最高裁もこの見解
はとっていない（判決の要旨３）。
　法人税法 132 条 1 項でいう否認の対象である
「その法人の行為又は計算」は、同族会社の行為
又は計算であるところ、本判決は、借入れのみな
らず、一連の行為まで対象を広げているように見
える 12）。その不当性の判断枠組みは、経済的合
理性基準を基底としつつも、企業グループ内の組
織再編成に係る一連の取引の一環として行った企
業グループ内の借入れの場合は、一連の取引全体
の経済的合理性の有無の判断を介して、本件借入
れの経済的合理性を判断するアプローチをとる。
たしかに、一連の取引全体に経済的合理性がない
場合は、借入れの目的も不合理であるという判断
が可能であるが、一連の取引全体は経済的合理性
があるものの、同族会社の行為又は計算それ自体
に経済的合理性がない場合には、果たしてグルー
プ全体の目的と同族会社の目的が同じといえるか
どうか疑問が残る。この点において、本件借入れ
は一連の取引全体のパーツであるが、同族会社単
体としてＸが享受する利益と被る不利益とが均衡
を欠く場合は、不均衡を正当化するだけの事業目
的その他の事由を精査すべきとする、取引の範囲
の切り取りの課題が指摘されている 13）。そこで
は、判断過程において、第 1段階で、本件借入
れの条件等の経済的合理性を判断し、第2段階で、
経済的合理性からの逸脱・乖離がある場合の正当
性事由を検討する場面において、最終的に、一連
の行為も加味して、本件借入れの経済的合理性の
有無を判断すべきとする二段階の判断が提唱され
ている。最高裁は、控訴審と異なり、日本法人に
とってのメリットも検討しているように見える
が 14）、判断過程の順序は逆になっているように
思われる。

　三　本判決の意義と残された課題
　本件は、多国籍企業グループによる一連の組織
再編取引の一環として行われたクループ内借入れ
における利子支払いの損金算入に対して、法人税
法 132 条 1 項の同族会社の行為計算否認規定の
適用の可否が争われた、過大支払利子税制の導入
前の事例である。そのようなグループ内借入れに
対する同族会社の行為計算否認規定の適用につ
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き、不当減少性要件の意義を明らかにし、その該
当性については、通説的見解と組織再編成に対す
る行為計算否認規定に対する不当性の考え方も踏
まえ、一連の組織再編取引全体から接近する経済
的合理性への判断枠組みを提示しているところに
本判決の意義が認められる。
　その一方で、いくつかの疑問点や課題もある。
第 1に、我が国は GAAR を導入しておらず、分野
を限定した一般的否認規定を制定しているとこ
ろ 15）、同族会社の行為計算否認規定の対象取引
の範囲と不当性の判断過程の順序に課題が残る。
第 2に、組織再編税制と同族会社が交錯する事
例においては、法人税法 132 条と 132 条の 2 の
適用が考えられるが、本件ではそれは問題とされ
ていない。根拠規定の選択は税務当局の判断であ
るという意見があるが 16）、そのいずれを適用す
べきかについては両規定の射程範囲とかかわる問
題であり、今後の判断が待たれる。最後に、合併
期日前の借入れに係るＸの利子支払いによって生
じた繰越欠損金が、合併後の利益と通算されてい
たとすれば、本件借入れが、グループ内組織再編
成の目的に限定されていることを鑑みると、合併
を介したグループ間の所得振替の可能性があった
かもしれない。本件取引は、デット・プッシュ・
ダウンとして OECD の BEPS でも問題視されてき
たところ、我が国はすでに過大支払利子税制を導
入しているものの、多国籍企業の組織再編成を媒
介とするグループ内の所得振替によって税源浸食
される可能性はなお残っているように思われる。
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